
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

● 募集期間 

平成 30 年５月７日（月） ～ 平成 30 年６月８日（金） 
 

なお、期限までに実証対象技術の応募がない場合、若しくは技術実証検討会において、応募の

あった実証対象技術が妥当な技術に該当しない場合は、受付期間を延長します。その場合の受付

期間は、技術実証検討会において、新たに応募のあった実証対象技術が妥当な技術と判断した時

点までとなります。 

 

● 募集対象技術 

（１） 閉鎖性水域において、汚濁物質（有機物、栄養塩類等）や藻類の除去、透明度の向上、

底泥からの溶出抑制を達成する技術やその他の水質浄化や水環境の向上に役立つ技術で

あること。 

（２） 開発中の技術ではなく、商業化段階にある技術で、過去に公的資金（国費等）による

類似実証等が行われていないこと(詳しくは実証機関までお問い合わせ下さい)。 

（３）  平成 30年度内に試験が完了できること。 

 

● 試験実施場所 

上尾丸山公園 大池（所在地：埼玉県上尾市平方 3326） 

実証申請者が試験場所を準備できる場合は別途とする。 

 

● 対象技術の申請方法 

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会までお電話または e-mailにてお問い合わせ下さい。 

 

● 費用について 

この事業は手数料徴収体制のため、試験に係る実費を申請者に負担していただきます。 

 

● 申請者の要件 

・対象となる技術を有するものであること 

・「環境技術実証事業 湖沼等水質浄化技術 実証要領」で定められた事項を遵守できること。 

実証要領は環境省の環境技術実証事業ウェブサイトを参照して下さい。 

http://www.env.go.jp/policy/etv 

・「技術実証に係る申請・実施に関する要領」で定められた事項を遵守できること。 

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会の環境技術実証事業ウェブサイトを参照して下さい。 

http://www.saitama-kankyo.or.jp/ 

 

 

 

平成 30 年度 環境技術実証事業  

湖沼等水質浄化技術分野における実証対象技術の募集について 

平成 30年度環境技術実証事業のうち、湖沼等水質浄化技術分野において、 

今年度の実証機関である一般社団法人埼玉県環境検査研究協会より、 

平成 30年度の実証の対象となる技術の募集を行います。 



第三者機関 
客観的な技術の評価 

費用対効果 

ユーザー 
浄化対策 

法の遵守 
コスト削減 

環境省 

HPで公開 

開発者 
技術の普及 

試験依頼 報告 

閲覧 技術の 
提供・利用 

実証試験効果の活用 

（イメージ） 

 

 

 

 ● 目的 

環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にあ

りながら、環境保全効果等についての客観的な評

価が行われていないために普及が進んでいない

先進的環境技術について、その環境保全効果等を

第三者が客観的に実証することにより、環境技術

を実証する手法・体制の確立を図るとともに、環

境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発

展を促進することを目的とするものです。  

 

● 実証の定義 

実証事業において「実証」とは、環境技術の開

発者でも利用者でもない第三者機関が、環境技術

の保全効果等を試験等に基づき客観的なデータ

として示すことをいいます。 

「実証」は、一定の判断基準を設けて、この基準

に対する適合性を判定する「認証」とは異なるも

のです。 

 

  ● 対象技術分野 

平成 30 年度は８分野を対象として事業を実施

しています。湖沼等水質浄化技術分野で募集対象

技術となる湖沼等水質浄化技術とは、閉鎖性水域

において、汚濁物質（有機物、栄養塩類等）や藻

類の除去、透明度の向上、底泥からの溶出抑制を

達成する技術やその他の水質浄化や水環境の向上

に役立つ技術など（装置、プラント等）であるこ

とを指します。 

 

● 事業の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ロゴマーク 

環境技術実証事業で実証を行った技術には、環境

技術実証事業ロゴマークを交付しています。ロゴマ

ークには、全技術分野共通の「共通ロゴマーク」と

分野ごとの情報を追加した「個別ロゴマーク」があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 事業の流れ 

                      

●  環境技術実証事業（ETV）概要

ロゴマーク 

  サンプル 

個別ロゴマーク 

環 境 省

実証申請者（開発者、販売店等）

実証運営機関（マネジメント機関）

環境技術実証事業運営委員会
・事業の運営に関して、専門的知見に基づく検討・
助言 等

・事業全体の方針策定及び運営管理
・技術分野及び実証運営機関の選定
・実証試験結果報告書等の承認
・ロゴマーク及び実証番号の交付
・Webによる実証試験結果の公表 等

・事業普及のための企画・立案・広報
・技術分野の設定のための調査・検討
・実証機関の公募・選定 等

実証機関
（分野毎に原則１機関）

・実証試験要領案の作成
・実証対象技術の公募・選定
・実証試験の実施
・実証試験結果報告書の作成 等

技術実証検討会

・技術の実証について、専門的
知見に基づく検討・助言 等

・実証機関への申請
・実証手数料の納付（手数料徴収体制の分野に限る）

連
携
・
協
力

環 境 省

実証申請者（開発者、販売店等）

実証運営機関（マネジメント機関）

環境技術実証事業運営委員会
・事業の運営に関して、専門的知見に基づく検討・
助言 等

・事業全体の方針策定及び運営管理
・技術分野及び実証運営機関の選定
・実証試験結果報告書等の承認
・ロゴマーク及び実証番号の交付
・Webによる実証試験結果の公表 等

・事業普及のための企画・立案・広報
・技術分野の設定のための調査・検討
・実証機関の公募・選定 等

実証機関
（分野毎に原則１機関）

・実証試験要領案の作成
・実証対象技術の公募・選定
・実証試験の実施
・実証試験結果報告書の作成 等

技術実証検討会

・技術の実証について、専門的
知見に基づく検討・助言 等

・実証機関への申請
・実証手数料の納付（手数料徴収体制の分野に限る）

連
携
・
協
力

環境技術実証事業の流れ環境技術実証事業の流れ

環境省環境省 実証運営機関実証運営機関 実証機関実証機関

実証運営機関の公募・選定

実証試験要領の承認
実証試験要領の策定

実証試験要領（案）の作成
手数料徴収額の設定（※）

実証機関の公募・選定

実証機関の承認

「対象技術」の公募・審査

「対象技術」の承認
「実証試験計画」の策定

実証試験の開始

実証試験結果報告書の作成
実証試験結果報告書の確認

実証試験結果報告書の承認

実証試験結果報告書の公表
ロゴマーク及び実証番号の交付

事業実施要領改定案の作成
事業実施要領改定案の策定

※ 手数料徴収体制の技術分野に限る。

実証申請者実証申請者

「対象技術」の申請

手数料の徴収（※）
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● 実証試験 

実証試験は、環境技術の用途や目的にあった試験場所で行われます。 

現地での調査や分析は、実証機関が第三者的な立場で試験し、その結果をまとめます。 

 

 
 

実証試験は、環境技術が既に設置され稼動している場合であっても、その効果が測定できれば試験が

可能です。また、実証試験場所がない場合は、実証機関が手配した場所（上尾市丸山公園・大池に設置

した隔離水界）に設置し試験が行われます。 

実証機関が手配し試験した事例では、浮島による水質浄化（平成 22年度）、湖底の底質除去による水

質浄化（平成 23年度）及び湖水中の汚濁物質除去による水質浄化（平成 24年度）など。また、既に設

置されている事例では、濠水中の汚濁物質除去による水質浄化（平成 25年度）、撹拌体による底層酸素

濃度の改善及び促進酸化ろ過法による汚濁物質の分解除去（平成 26年度）などの技術を実証しました。

実証試験では導入した際の環境影響として騒音や臭気等の測定、廃棄物発生量や薬剤使用量等の記録な

どを行います。また、実湖沼を想定したコストパフォーマンスを確認します。 

 

 

 

 

 

(H22)透明度の改善      (H23)透明度の改善       (H24)透明度の改善 
 

 

 

 

 

 

(H25)濁度の改善                 (H26)底層酸素量の改善 、 濁度・COD 濃度の改善 

 

● データ評価と報告 

     実証機関は実証試験が終了し、最終段階では全てのデータ検証を行うとともに、実証報告書を作成しま

す。 

実証試験結果は実証運営機関に提出され、広報・普及啓発及び適正な環境保全効果等の表示の観点から

評価を受けます。実証試験結果が環境省で承認された後、環境省から実証運営機関を通じて実証番号及び

ロゴマークが交付されます。また、承認された実証報告書は、環境省のウェブサイト等で一般に公開され

ます。 

 

● 事業主体 

 環境省  ウェブサイト http://www.env.go.jp/policy/etv 
 

● お問い合わせ先（実証機関） 

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 実証事業事務局（担当：野口・山岸・岸田） 

TEL 048-649-5496   FAX 048-649-5493 

メールアドレス news@saitama-kankyo.or.jp 

ウェブサイト http://www.saitama-kankyo.or.jp/etv/30etv_lakes.html 

所在地 〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町 1450番地 11 

実証試験の様子 

実証試験は既に設置された場所または新たに設置して試験します。 

http://www.saitama-kankyo.or.jp/etv/30etv_lakes.html

